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I　は　じ　め　に

　従来Emmamel　Joseph　Sieyさs（1748－1836）は次の3点によって知られて

きたと思われる。第1に，革命思想家として。彼はフランス大革命に先立つ

1789年1月にr第三身分とは何か」というパンフレットを書き，その中で特権
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
身分に対する第三身分の革命の必要性を訴えた。第2に，人民主権論者とし

て。彼はルソーの人民主権論を当時の人々に解りやすいように展開したと理解

されている。r第三身分とは何か」の革命性と人気の理論的根拠はそこにある

とされる。第3に，憲法制定権力論者として。彼は主権を憲法制定権力として

展開し，それは憲法を始めとするどのような実定法の手続にも拘束されないと

した。これは現在の解釈論における主権理論にも影響を与えている。

　以上のシエイエスのとらえ方には，目分の立場を正当化するために，彼の理

論を借りる，という態度でなされているものが多い。しかも，その借り方は，

市民革命を人間の全面的解放を目指したものとすることによって，そこから生

まれたあるいは生まれたと観念される現実の国家権力を肯定する，という立場

　　　　　　　　　　　　　　（2）
からなされてし・るように思われる。

　　（1〕このバンフレットは第三身分から熱烈な歓迎を受け，その年だけで4版を重ね

　　　たと言われている（Paul　Bastid，S切6∫eチ8αヵms6e，Librairie　Hachette，

　　　1939，　p．317）。

　　12〕最も体系的たシエイエス研究であるバスティヅドのrシェイコ・スとその思想」

　　　もこの欠点を免れていない。
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　しかし，最近は別の面からシエイエスが注目され始めている。第1に，その

体系的た人権理論。彼によれば，所有権は労働の成果として正当化され，自由

はその所有権の行使が妨げられないことであると定義され，その所有権と自由
　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
の保障には国家が必要であるとされる。この理論の体系性とr人および市民の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
権利の宣言」に対する影響が注目されている。第2に，国民主権理論の形成に

貢献した点である。従来，人民主権と国民主権の対抗関係が意識されず，シエ

イエスは人民主権＝国民主権の理論家とされてきたのに対して，r第三身分と

は何か」において人民主権論を展開したシエイエスは，その後，説を変え，国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）（6）
民主権を正当化するに至った，とするものである。

　以上の2つのとらえ方は従来のものと異たり，シエイエスの思想を認識の対

象としようとするものであるが，主権，所有権，自由，権力分立，行政組織，

司法制度等の，多方面に渡って発言したシエイエスの，憲法思想全体を分析し

ようとする試みは，まだなされていない。

　従って，シェイニスの憲法思想全体を歴史的存在として認識の対象とする必

要があると考える。シェイコニスは市民革命期の憲法理論の形成に参加している

から，彼の思想を研究することによって，現代の憲法理論と市民革命期の理論

はどこが共通しており，どこが異なるかを明らかにすることに，貢献したいと
　　　　　　　　　　　　　　　（7）
思う。又，rブルジョワジーの権化」と言われるシエイエスの研究は，市民革

命期の憲法理論がどのように資本制社会の正当化の意味を持ったのか，を示唆

　　（3）これは1789年7月20，21日に国民議会で報告されたr憲法の序文。人および市

　　　民の権利の承認ならびに理論的解説」　（Mavidal　Laurent　et　CIavel，〃・

　　　c舳e5P”emem”e5，Premiさre．Sεrie，t．8，p．256－264（以下すべて

　　　P「emiさre　S6rie，t．8改ので、A．P．，p．256－264の様に略す）にまとめら

　　　れている。

　　（4〕深瀬忠一r1789年人権宣言研究序説」（2）『北大法学論集』，第15巻第1号，

　　　3－15頁。稲本洋之助r1789年の『人および市民の権利の宣言』一その市民革命

　　　における位置づけ一」『基本的人権』，第3巻，東大出版会，1968年，l09－127頁。

　　｛5）人民主権と国民主権の説明は】工で行なう。

　　（6〕杉原泰雄r国民主権の研究』，岩波書店，1971年，I82－202，234－272頁。

　　｛7）　Georges　Lefebvre，β畑地5∫〃’αR勿。〃方。，宮∫mnCαおe，P．U．F．，

　　　1954，p．　102．
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するであろう。

　そのような意味を持つシエイエス研究の中から，本稿では1789年における彼

の主権理論を取上げる。1789年に限定するのは，この時期に理論を変化させた

と見られ，注目すべき時期であること，および直接彼の発言を示す資料が，こ

の時期に集中していることに基づく。

本稿ではどのようにしてシエイエスは1789年に主権理論を人民主権から国民

主権に変化させたかを明らかにする。さらに，その変化を必然化した社会的背

景と，それを可能にした理論的根拠を示唆したい。

皿　r第三身分とは何か」

　1、このパンフレットの中で展開されている主権理論は，ルソーの人民主権

論の影響を強く受けている。ここで人民主権論と言うのは，主権の主体を市民

の全体としての人民とし，従って全市民による主権の行使を要請し，その手段

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
として人民投票や命令的委任の制度を要求する，主権理論を意味する。従っ

て，抽象的観念的な国民を主権者とし，それが意志決定をすることはあり得た

いので，主権を直接行使する国民代表を必要とするが，それと現実に存在する

人民とは必然的た関係がないことを理由に，民衆の政治参加を拒否することを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
可能にする，国民主権とは区別されなければならたい。

　彼が人民主権論を展開したことは，以下の点に見られる。

　（1）市民の全体としての人民を主権者としている。r政治社会は構成員の
　　　　　　　　　（1O）
総体でしかあり得ない」という文章はこのことを示す。また，彼はr国民」の

意志形成の仕方は，第1期一個別意志，第2期一共同意志，第3期一代表的共同

意志の3段階によって異なるとするが，どの段階でも意志形成の主体をr結合
　　　　　　　　　（11）
した人々」としている。たお，彼はr国民」（nation）とr人民」（peup1e）を

　　（8〕杉原，前掲書，165頁。

　　（9）同書，295頁以下。

　　沌Φ　E．Jl　Sieyさs，ρ〃1e5f－c2　σm〃　η〃5　宣f〃？，　Libraire　Alexandre

　　　Correard，Galerie　de　bois，chap．5，p．174．大岩誠訳r第三階級とは何

　　　か』，岩波文庫を参照したが，訳はそれによっていない。

　　Ol〕　’biゴ．，chap．5，p．156．
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区別しないで両方の言葉を使っている。さらに，彼は「共同意志」（volont6

COmmune二とr一般意志」（VOlOnt696nξrale）も区別しだいで両方の言葉を

使っているが，このことも人民が主権者であることを想像させる。

　彼によれば，このr国民」を具体的に構成するものは第三身分である。第三

身分とは全フランス人から特権身分である第一身分（僧侶）と第二身分（貴

族）を除いた残り全部である。「国民」昌第三身分の理由。1）「国民」とは

r共通の法律の下で生活し，同一の立法機関によって代表される，等の構成員
　　（12）

の団体」　（……は原文ではイタリックー以下同じ）であり，特権身分はその資

格を備えていない。2）特権身分は社会的に必要た仕事を少しもしていたのい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
に対して，第三身分はそれをすべてしている。3）20万の特権身分の意志は，

2500万ないし2600万の第三身分の意志に比べれば，無視できるほどわずかであ
（14）

る。

　rそれ故第三身分は国民に属するものはすべて備えており，第三身分でない

ものはすべて国民のものとみなすことができない。第三身分とは何か。すべて
　　（15）

である。」その結果，「憎むべき特権が存続している限り，特権者達は選挙人に
　　　　　　　　　　　　　　（16）
も被選挙人にもなることができたい」ということになる。

　（2）　主権の主体が人民という意志を持つことができる具体的た存在である

以上，一般意志は個別意志に由来するはずである。r国民の意志とは何か。国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
民が個人の集合体であるように，それは個別意志の成果である。」r個別意志
　　　　　　　　　　　　（18）
は共同意志の唯一の要素である。」従って，一般意志の形成には参政権の平等

という原理が働くはずである。r参政権は，市民的権利と同じように，市民と

しての資格に基づかなければならない。現実の財産から各個人は自分の幸福や

　　｛⑫　　4ムコa。，chap．1，p．67．

（1割

（1φ

㈱

㈹
（1カ

㈹

肋5a。，chap．1，pp．59－61，63，64，66．

4δ｛6．，chap．3，pp－lOl－l05，chap．4，p．194．

づδ｛a。，chap．　L　p．68．

iろ’d．，chap．6，p．215．

｛わ古6．，chap．6，p．203．

｛〃♂。，chap．4，p．175．
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快楽を作り出すのであるが，その現実の財産の多少に拘らず，この法律上の財
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
産はすべての人間にとって等しいものである。」従って，意志決定は多数決に
　　　　　　　　　　　　　　（20）
よらたければならないことになる。以上は原理。

　（3）主権の行使に対するr国民」の参加の具体的方法はまず代議士の選挙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
である。しかも1土の原理からそれは普通選挙である。

　（4）人民主権を実現する第一の手段である人民投票は，実際上そう頻繁に

行なうことはできないから，人民自身が意志決定を行なうことを確保するため

には，代議士の意志が人民によって予め拘束される制度が存在したければなら

ないはずである。すたわち，代議士は自分を選出した選挙区の指揮・命令に従

って発言・行動することになるから，彼らは選挙区の代理人受任者あるいは使

者であると観念される。これが命令的委任である。これは全身分会議において

採用されており，r第三身分とは何か」が書かれた当時の人々にとっては，当然
　　　　　　（22）
の制度であった。シエイエスはr第三身分とは何か」においてはこの制度を想

定していたようである。次の文章はそのことを示すと思われる。r・…・・一つの

意志の判断者は自分の委任者の意見を聞かなければたらない一・・。それが自分

の代理権を説明してもらうためであるか，新しい権限をどうしても必要とする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
状況についての注意を委任者にするためであるかは，問題ではたい。」「代理」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
（procuration）やr委任」（commission）という言葉が頻繁に出てくること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
も，彼の命令的委任の想定を示唆している。

　2．以上のように，主権に関する彼の基本的論理は人民主権であると思われ

　　（1勃伽∂．，・hap．3，PP．99，100、

　　セΦ　｛6｛d．，ch割p．5，p．175，176．

　　e1〕　泌づ6．，chap．2，p．73，chap．4，p．147．

　　㈱　　Carξde　Malberg，　0om〃必〃れ。n　δ　∬”　τ北6oれe　ξ6椛6ク〃e　6e　フムi励，

　　　1922，t．2，p．248．但し，全身分会議下のものは身分の区別と結びついていたか

　　　ら，人民主権のための制度ではない。

　　¢③　Sieyさs，0ヵ．cκ．，chap．5，p．177．

　　㈱例えば，〃ん。hap．3，pp．88，99，chap．5，pp、！56，157．

　　㈱　なお，彼はこのパンフレットではr代理」と「代表」（repr6sentation）を

　　　区別していない（例えば，〃6．，cbap．1，pp．67，68）。
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る。しかしその論理は以下の点において徹底していない。

　（1）憲法制定権力の超実定性。彼はr憲法制定権力日憲法を作る権力」

（pouvoir　constituant）とr憲法によって作られる権力」（pouvoirs　constitu6s）

を区別し，主権は憲法制定権力として現われるとする。両者の関係について。

r憲法はそれぞれの部分において，憲法によって作られた権力の作品ではな
　　　　　　　　　　　　　　（26）
く，憲法を作る権力の作品である。」従って，憲法制定権力の超実定性が強調さ

れる。すたわち，「国民はあらゆる形式から独立している。そして国民がどん

た方法で意志決定をしようとも，すべての実定法上の権利の源であり，最高の

主人である者の前にいるように，国民の前ですべての実定法上の権利が効力を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
失うためには，国民の意志が現われさえすればよいのである。」超実定性の理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
由。1）r国民」は自然状態の存在である。2）r国民」は実定的権力に意志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29〕
決定の権利を譲ることも，自分に義務を課すこともできない。3）実定的権力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
間の紛争はr国民」が超実定的に解決したければならたい。

　憲法制定権力の超実定性に，絶対王政に対する革命の正当化の意味があるこ
　　　　　　（31）
とは，確かである。しかし，革命後も民衆の政治参加を保障する実定手続が規

定されたいときに，この論理は，r国民」は憲法制定権力を持っているから，

それを行使すればよい，という意味を持ち得る。それは現実の政治的奴隷状態
　　　　　　　　　　　　　　（32）
から民衆の目をそらす働きをする。

　　⑫⑤　づ〃”．，chap．5，p．160．

　　吻　伽6．，chap．5，pp，164，165．同趣旨の発言，ibid．，chap．5，pp．159，162．

　　②劃　｛〃d．，chap．5，pp．161，164、

　　⑫⑨　ξろ｛”．．chap．5，p．163．

　　⑬①　i〃d．，chap．5，pp．165，166．

　　制　そのことは次の文章に現われている。r国民は契約から免れることができるた

　　　らば，実定法上の形式に身を委ねるぺきではない。そうでないとすれば，永遠に

　　　自分の自由を失うはめに陥ることにたるであろう。というのは，専制政治がしば

　　　らくの間成功しさえすれば，憲法を口実に，人民が自分の意志をもう自由に表明

　　　できないとする，従って専制政治の鎖を振り払うことができないとするような形

　　　式に，人民を縛りつけることができるからである。」（〃6、，chap．5，pp．163，

　　　164．）

　　㈱　杉原，前掲書，194，195頁。憲法制定権力論が実際にそのような働きをしたこ

　　　とについて，同書，342頁以下。
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　（2）代理概念のあいまいなところがある。特に次の文章に見られる。r一

つの地区の代表者は単に代表者を任命した選挙区の代表者であるぱかりではた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）
く，市民一般を代表し，王国全体のために投票することが要求されている。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
ここでも「代理」とr代表」は区別しないで使われているが，r一つの地区の

代表者」とr王国全体」との間に・は実質的な代表日代理関係はたいはずである
　　　　　　　　　　（35）
のに，それを認めている。

　（3）彼は論理的には普通選挙を主張したが，実際上農民やサゾ・キュロッ

トを有権者のイメージに浮かべてはいなかったように思われる。例えば，r召

使や主人に従属するすべての者・一・が国民を代表する役割を果すことは許され
　　　　（36）
るだろうか」とし，r始めの2つの身分に属する不動産の小作人については，

彼らの現実の状態からして，彼らは共通の身分のために自由に投票するにはあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
まりに従属的である，と結局私は考える」とする。一方それに対して次のよう

な有権者のイメージを描いている。すなわち，r商業と技術が都市に言わばた

くさんの新しい階層を作った。そこには，自由で育ちが良く公の問題に関心を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38）
寄せる人々がたくさんいる，非常に多数の家がある。」

　3．　r第三身分とは何か」においてシエイエスは人民主権論を展開した。し

かし，それは徹底していない。その不徹底さは，彼が人民主権論を特権身分と

第三身分との対抗関係においてのみ展開したことに，基づくと思われる。従っ

て，第三身分内部の対立関係において彼の人民主権論を見たときに，不徹底と

写るのは，当然である。

　「第三身分とは何か」におけるシエイエスの基本的な社会観は以下のもので

ある。r人間を分けるものは，仕事の差でもなく，財産の差でもたく，知識の

　　㈱　　Sieyさs，0ク1c〃．，chap．3，p．98．

　　㈱　そのことは引用文のすぐ前の文章における言葉の使い方から明らかである。

　　㈱　ただし，「第三身分とは何か」ではこの論理はまだ命令的委任を否定するため

　　　には使われていたい。

　　⑬⑤　Sieyさs，0少　c”1，cbap．3，p，90．

　　⑬司　’うっ6、，chap．3，pp．95，96一

　　㈱　〃δ．，chap，3，p．107．「余裕のある（disponible）階層」　という言葉で同

　　　旨の発言がある（伽6．，chap．3，pp．97，98）。
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差でもなく，利益の差である。そして，現在の問題においてはそれは全く相反

する2つの利益でしかない。すなわち，特権者の利益と非特権者の利益であ

る。第三身分のすべての階層は特権者達の圧制に対する共通の利益に結びつけ
　　　　（39）
られている。」r第三身分とは何か」が書かれた時には，これは事実であっ

た。従って，彼の人民主権論は当時の人々からルソーの人民主権論と受取られ
　　　　（40）
たであろう。従って，これはアンシャン・レジームを倒すために資本家と民衆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
が統一することを可能にした理論ということができる。しかも，それは特権身

分と第三身分の対抗関係という限定された視角から展開された人民主権論であ

るから，革命後第三身分内部の対立関係が顕在化し，その関係から読み直した

ときに，それは民衆に取られてこまるようた確かな言質をほとんど残していな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42）　　　　（43）
い理論である。第三身分の概念からr消極的市民」が除かれ，代表委任論によ
　　　　　　　　　　　　　　（44）
って代理という概念が空虚にされ，憲法制定権力論がアンシャン・レジームと

の関係で持っていた革命的な力を失った時，資本家の支配に対する民衆の抵抗

の原理として使えるようなものは，r第三身分とは何か」の中にほとんど何も

残されていたかったのではないか。

皿　7，8月草案

　　　　　　　　（45）
7月草案と8月草案においては民衆の政治参加を拒否する結論がはっきり出

㈱
（4⑪

ω

ω

㈹

ω

㈹

　ゴδづ㎡一，chap．3，　p．97．

　ただし，一見人民主権の理論を述べたように見えても，実際は特権を否定する

意味しか持っていたいことが，始めから明らかである発言があることに，注意し

たけれぽならたい。例えば，r代理権を与えられた人間は自分の委託老にしか拘

束されたい」という文章は，r貴族は僧侶や第三身分の代表者にならず，僧侶は

貴族や平民を代理する責任を負わされるとは決してない」（〃d．，chap．6，pp．

191，192）ということを言おうとしただけである。

　杉原，前掲書，198頁。

　「消極的市民」の説明は皿で行たう。

　Bastid，o力．c〃．，p．333．

　杉原，前掲書，314頁以下，参照。

　r社会における人の権利の宣言」42条とr憲法草案」4章，58条から成り，
1789年8月12日にシエイエスによって国民議会に提出された（A．P．，p．422－
427）。
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でおりたがら，r第三身分とは何か」において展開された人民主権の理論が形

だけ維持されている。その点で2つの草案の間に違いはないので，いっしょに

扱う。

　1、　ここでは民衆の政治参加を拒否する姿勢がはっきりしている。その現わ

れ。

　（1）r受動的市民」（citoyen　passif）とr能動的市民」（citoyen　actif）の

区別。「一国のすべての住民は受動的市民の権利を享受すべきである。すべて

の住民は自分の人格，所有権，自由その他のものの保護を求める権利を有する

が，すべての住民が公権力の形成に能動的に参加する権利を有するわけではた

い。すべての住民が能動的市民であるわけではない。女性（現状においては），

子供，外国人，さらに公的組織に何の貢献（contribuer）もしたい者は，公の

事に能動的に影響を及ぼすべきではない。すべての者は社会の諸利益を享受す

ることができる。公的組織に貢献する前者だけが，大きな社会的企業の真の株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）
主に当る。彼らだけが本当の市民，結合体の本当の構成員である。」

　7月草案第26条，8月人権宣言草案第28条，r法律は一般意志の表明に他な

らない。大きな人民においては，それは代表者の団体によって作られなければ

ならない。その代表者は，公の問題に対して能力と共に関心を有するすべての

人民によって，短い任期で間接又は直接に選ばれなければならたい。この2つ

の資格は憲法によって実定的にかつ明白に決定されなければならない。」

　8月憲法草案第2章第1－7条は，高額の税金による被選挙資格の制限を設

けたぱかりではなく，厳重な間接選挙を規定することによって，民衆の声が政

　　　　　　　　　　　　　　（47）
治に影響を及ぼさないように図った。

　（2）直接民主主義の否定。7月草案第26条，8月人権宣言草案第28条が

r大きな人民においては，法律は代表者の団体によって作られたければたらた

い」としているのは，「すべての市民は，自身で又はその代表者を通じて，法

律の作成に協力することができる」とする人権宣言確定条項第6条と比べると、

　　⑭⑤　　iあ’a．，　P．259．

　　帥　バスティヅドは市民の区別には反民主的性格はないとする　（Bastid，oク．c〃．，

　　　pp．348，390，392）が，賛成できたい。
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　一橋研究第23号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（蝸）
直接民主主義の可能性を排除していることがわかる。

　（3）民衆の意志に根拠を置かない国王の意志が，停止的拒否権という形で

立法に介入することを認める。すたわち，8月憲法草案第2章第10条，rもし

国王が両院で承認された法律案の裁可を拒否すると，それはその会期の間無効

とみたされる。」

　2．以上の結果は人民から主権を取上げていたげれぱ言えないはずであるの

に，彼は人民主権の理論をそのまま維持している。

　（1）それはr国民」の定義の仕方に現われている。「すべては人民，すな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49）
わち国民に由来する。この2つの言葉は同義語でたければたらない。」「国民は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鋤）
構成員の全体，すべての被治者……である。」

　（2）命令的委任が想定されていると思われる。それは，7月草案の解説の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（51）
部分で委任を前提とする憲法制定権力論を展開している点，8月人権宣言草案

前文で国民議会の活動を国民の委任に基づく憲法制定権力の行使と説明してい
　（52）　　　　　　　　（53）

る点，等に見られる。

　（3）「法律は一般意志の表明に他ならない」という規定は，ルソーの人民

主権論の採用の宣言である。

㈱　例外としての直接民主主義として，地方税に関して8月人権宣言草案第34条，

　憲法改正に関して7月草案第32条，8月人権宣言草案第42条，8月憲法草案第4

　章第7条。

㈹　A．P．，p．260．

侮⑪，　⑮カ　づ凸｛a．，P．259．

侮勃　　4う6d．，　p．422．

㈱　r1789年7月7日および8日の両日に渡る討論の挙句，国民議会は8日の宣言

　で命令的委任廃止を定めた」　（宮沢俊義r国民代表の概念」r憲法の原理』，岩

　波書店，1967年（論文は1934年），195頁）という見解があるが，賛成できない．

　たぜならぱ，その宣言の内容は以下のものだからである。r国民議会は，この点

　に関してその諸原理が確定したものとみなし，若干の代表者達の抗議あるいは欠

　席によってその活動は停止され得ないし，そのデクレの効力は弱められ得ないこ

　とを考慮して，決議するには及ばないことを宣言する。」（A．P．，p．208．）ここ

　で禁止されたのは，議会の決定に対する選挙区の拒否権，あるいは議会の決定の

　適用に対する選挙区の免除権であって，命令的委任ではない（杉原，前掲書，

　264－268頁）。シエイエスも宣言と同意見である（A．P．，p．207）。

lO
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　（4）参政権の平等と多数決。r政治的権利の平等は基本的た原理である。」

r……それ（社会的結合の目的一筆者）に達することができる手段を獲得した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（54）
けれぱたらない。従って，多数決で満足しなければならたい。」

　3．　この人民主権の理論は，反民衆的た結論を容認するのであるから，内容

が空疎になっている。

　（1）　r国民」をrすべての被治者」と同視し，主権の主体より統治の対象

として見る傾向が見られる。

　（2）」命令的委任の具体的想定は疑わしい。それは，その通常の手続が示さ

れていたい点，7月草案第26条等が議会を立法主体としている点に，見られ

る。

　（3）一般意志論は，参政権の制限と並べられているから，その不可欠の要

素である，形成手続の一般性が除かれていることがわかる。一般意志は個別意

志に由来するという規定がない。

　（4）参政権の平等や多数決は，r第三身分とは何か」においては特権身分

によるr少数決」に対する抗議という緊張した意味を含んでいたのに対して，
7
，8月草案では全員一致と対比させられ，多数決の結果に対する服従を正当化

している。

　4．　シエイエスが市民の区別をしたのは，7月14日のパリ市民によるバスチ

ューユ攻撃とその後の地方の蜂起を見て，特権の支配よりも民衆革命に恐れを
　　　　　　　　（55）
なしたためであろう。民衆を危険視する点では，彼は国民議会の他の議員と比

べて特に敏感であったと思われる。この時期に市民の区別をしたのは，シェイ
　　　　　　　　　　　　　（56）
エス以外にはいないようである。

W　9月7日の演説

㈱　　’ろ’d．，pp．259，260．

㈱　シエイエスは8月4日の特権の廃止にも反対であり，そのような企てカミあるこ

　とを知りながら，その日の議会に欠席している　（G，Lefebvre，ρm〃e〃砂

　memアP．U．F．，1939，p．187）。

㈱　深瀬，前掲論文，および杉原，前掲書，223－227頁，参照。
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　1、国王ルイ16世は封建的特権の廃止に関する8月5日から11日の諸デクレ

および8月26日の人権宣言を裁可しなかった。そこで，1789年9月に議会では

立法に対する国王の拒否権は認められるかどうかが問題になった。それに関す
　　　　　　（57）
る9月7日の演説の中でシエイエスは，r代表制」の下では国民議会の決定以

外に国民あるいは人民の意志があるわけではないので，国王の拒否権をr人民

への訴え」（appel　au　peuple）として正当化することはできないということ

と，国王はr国家の首長」　（le　chef　de　la　nation）あるいはr第一の市民」

（le　premier　citoyen）としてr国民」をr代表」するから，拒否権を持ち得

るということを言うために，命令的委任の禁止を不可欠の要素とするr代表

制」の議論を展開した。

　市民の政治参加の方法には2つあるとする。すたわち，r代表制」（le　gou－

vemement　repr6sentatif）と　r真の民主政」（la　v6ritable　d6mocratie）で

ある。前者について，r市民達は自分達の信頼を自分達の中の若干の人々に委

ねることができる。彼らは自分達の権利を譲り渡さないで，その行使を委任す

る。」後者については，「法律を形成する権利を行使する別の方法は，自分自身
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（58）
で直接に法律を作ることに協力することである。」前者を採用すべきであるとす

る。その理由。

　（1）一般の市民にはr真の民主政」を行なうことができるほどの能力も時
　　　　　　（59）
間の余裕もない。

　（2）　フランスのような大きな国ではr真の民主政」は技術的に困難であ
（60）

る。

　（3）政治には専門技術が要求されるから，専門家に任せた方が能率的であ
（61）

る。

　（4）以上のことからr代表制」の方を採らたけれぱたらたいことになるの

であるが，そこでは命令的委任は禁止されなければたらないとする。特にその

ための理由として，以下のことが言われる。「法律に関しては，選挙人（COm．

㈱　A．P．，pp．592－597．

6割，　㊧9，　⑮①，　値1〕　’み’6．，P．594．
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mettant）集会は委任する（Commettre）権利しか持たない。その他には代

議士（d6put6s）と直接の選挙人（d6putants）の間には意見書，．勧告，訓令

しかあり得ない。すでに述べたように代議士は全選挙区の名において一選挙区

によって任命される。代議士は国民全体の代議士である。すべての市民はその

委任者である。さて選挙区の集会においては選ばれた者が多数者の願いに反し

て少数者の願いに従うことを人は望まないであろうから，たおのこと，王国の

全市民の代議士が国民全体の意志に反して一選挙区あるいは市町村の住民の願

いだけを聞くことを，人は望んではならない。従って，代議士にとっては国民

の願い以外には命令的委任やあるいは実定的な願いすらないし，またあり得な

い。直接の選挙人の勧告が国民の願いに一致する場合を除いて，代議士にはそ

の勧告に従う義務はない。もし，この願いが国民議会自身の中にたいとした

ら，どこにあり得るのであろうか。また，どこに見いだすことができるのであ
　　（62）
ろうか。」

　2．以上のシエイエスの議論にはいくつか問題がある。

　（1）　ここでは人民による意志決定を肯定するかどうかが問題になっている

はずだのに，r代表制」かr真の民主政」か，すなわち間接民主主義か直接民

主主義がという問題を提出しているのであるから，まず問題の提出の仕方にす

り変えがある。人民による意志決定を可能にする間接民主主義，すなわち命令

的委任を採用した間接民主主義もあり得るのであり，それこそが現実には問題

になっているのに，それを始めから除いた選択を行なっている。

　（2）次に，代議士は全国民の代表者であるから，選挙区の意見に拘束され

たいという議論は，9月7日の演説の中で最も重要であると思われるが，これ

は言危弁である。シエイエスは一選挙区の意志と全国民の意志を比較する形の議

論を展開しているが，そのようた比較は不可能である。たぜなら，選挙区の意

志は現実に存在するが，全国民の意志は代議士の頭の申にしか存在しないから

である。シエイエスが実際に行なったことは，選挙区の意志に対する代議士個

人の意志の優先である。選挙民は選挙区の特殊利益を求めるが，代議士はr国

⑮2i　必’6．，pp．594，595．
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　一橘研究第23号
民」の一般利益を求めるとシエイエスは決めてかかっているが，そのような論
　　　　　　　　　　（63）
理的経験的必然性はない。

　（3）　この演説で言われているr国民」は市民（ただし能動的市民だけ）の

全体であるように見える。しかし，r代議士は全国民の代表者」であると言う

とき，その「国民」は代議士の頭の中にしか存在していない点，また能動的市

民とすら何の関係もたい国王が，r国民」を代表するとしている点から，この

r国民」は実は観念的た存在でしかないことがわかる。

　（4）　このようにシエイエスは選挙民から議会の独立を確保したにも拘ら

ず，代議士は選挙区の代理人であり，人民は相変わらず主権者であるようなふ

んい気を残すことに努めている。例えば，市民は自分達の権利を譲渡するので

はなく，その行使だけを委任するとしている点がそうである。また，命令的委

任を禁止しても，r市民の代理人になった人間に対するすべての影響力，すべ
　　　　　　　　　　（64）
ての権力は市民に属する」とする。

　結局，「代表制は，事物の真相にまで達しようとするならば，開かなければ
　　　　　　　　　　（65）
ならたい幕に他ならない」とバステイッドは言っている。

　3．国民議会にとっては，特権身分を倒すためには，封建的特権の廃止と人

権宣言を国王に裁可させ，8月の成果を確保する必要があった。しかし，人権
　　　　　　　　　　　　（66）
宣言における人民主権の採用は民衆に対する譲歩のし過ぎであった，と9月に

は感じられた。この事態に対するシエイエスの対応がr代表制」であったと思

われる。彼は8月の成果を一応確保しだから，その中で議会にとって危険なも

のは代表制論によって骨抜きにしようとした。

㈱　原理的には選挙民はその選挙区の特殊利益を命令的委任の内容としてはたらな

　い。r選挙人集会が代議士を議会に送るのは，そこで自分達の特殊感情を表明す

　るためではたく，国民の意志を宣言するためである。」　（I．一J．Rousseau，

　”Considεrations　sur　le　Gouvemement　de　Pologne　et　sur　sa　rεform・

　ation　projetξe　en　avril－1772”，　D吻Con〃〃Soc｛〃、Edition　Garnier

　Frさres，1966，chap．7，p．364．）

帽』　A．P一，p．594．

（65〕　Bastid，oヵ．c〃．，p．359．

㈹　杉原，前掲書，219－228頁。
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v　ま　　と　　め

　シエイエスは1789年1月のr第三身分とは何か」の中では市民の全体として

の人民を主権者とする人民主権論を展開したが，7，8月には人権宣言および

憲法の草案の中でr受動的市民」から主権行使の機会を奪い，9月の演説では

r国民」を観念化することによって命令的委任を禁止し，国民主権理論の形成

に貢献した。

　このように人民主権から国民主権へ理論を変化させることができたのは，そ

の人民主権論が特権身分との対抗関係でのみ展開されたものであったためと思

われる。

　7ランス革命期の資本は，革命前には特権身分を倒すために，革命への民衆

の動員を可能にする主権理論を必要としたが，革命後には民衆に対する優位を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67）
確保するために，民衆の政治参加の拒否を可能にする主権理論を要求した。シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（68）
エイエスはその要求に的確に対応した理論家であり，政治家であった。

　　　　　　　　　　　　（筆者の住所・東京都武蔵野市桜堤1の3の72の1）

㈹　杉原，前掲書197，198頁。

㈱　r彼の思想の統一性は内在していない。それは外から，ブルジョワジーの支配

　の確保という関心から来ている。」　（Lefebvre，励〃ω8m〃〃m〃｛on

∫mmρ挑e，P1105．）
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